
稲わら焼きは県条例で原則禁止されています。

特に、周辺に影響が出やすい10月 1日から 11月 10日までの間

全面的に禁止されており、パトロールにより監視・指導を行います。



この印刷物は 6,500 枚作成し、印刷経費は１枚あたり○.○○円です。
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